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第４回厚木市本厚木駅周辺まちづくり推進会議

(2)施策について

＜論点＞
１．本厚木駅周辺の目指すまちの姿を実現するため、

市民（事業者や住民など）ができることについて

資料２



意見概要 対応

エリア内での回遊などを考えると自転車やシェア
カーも重要である。今後の新技術への対応も見据え
て、新たなモビリティにも対応可能な柔軟性のある
計画としていただきたい。

施策1-1
修正
(P3)

施策２－１に、“視覚に訴える”といった表現を加え、
ワークショップの意見を反映されたい。

施策2-1
修正
(P3)

HPで情報発信するだけではなく、誰もが見られる
ような場所で、まちのビジョンなどを共有、発信す
る方法を検討されたい。

施策3-1
修正
(P3)

まちなかへのアクセス手段として自動車が重要であ
るが、駅周辺には駐車場が不足していると感じてい
る。厚木中央公園の地下駐車場は駅前から遠すぎる
ため、厚木公園等の駅から２～３分の場所に駐車場
が必要ではないか。

検証報告
(P4)以前、駐車場の利用状況を調査してみたところ、必

ずしも駐車率は高くないことが分かった。空いてい
る駐車場を案内するアプリを作るなど、既存駐車場
を有効利用できるシステムがあれば良いのではない
か。特に、一番街通り周辺に駐車場が増えている状
況が、まちづくりにとって非常に良くないと感じる。
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(２)施策について

第３回厚木市本厚木駅周辺まちづくり推進会議【令和３年12月24日開催】

１ 委員意見への対応１ 委員意見への対応

※その他の御意見については、提言書(案)に反映

意見概要 対応

厚木なかちょう大通りを県道から市道へ切り替えて
ほしい。県道管理者の許可が下りず、市道では実施
できている商店街のフラッグ等の設置ができない。
また、イオンの前の歩道が広いため、自動車用の
パーキングスペースを設置できないかと考えている。

まちづくり
への関わり
方の共有
(P5～）

ワークショップでも、市民から道路や公園でやりた
いことなどの意見が出ている。事業者側が行政に協
力しながら社会実験等を進めていくことが望ましい
と思うが、商工関係の事業者側としては、いかがか。

連携して取り組みたい。

市民や民間事業者からすると、本計画への関わり方
が分からない。

設計から整備までのプロセスにおける合意形成の仕
組みとして、設計段階でも官民が共通認識を持てる
ように市民意見を収集する機会を設けられたい。 検討体制や

ロードマッ
プは次回以
降に協議

ロードマップを見ると関係部署が多いため、横連携
を促す仕組みが必要だと感じる。
社会実験がどのような目的でいつ行われるのかを
ロードマップに示していただけると分かりやすくな
る。
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施策１－１ 歩行者空間の質向上

官民の垣根を越えて、歩行者が溜ま
れる空間の整備や歩行者動線の連続性
確保などにより、歩行者空間の質を高
める。さらに、新たなモビリティツー
ルや活動ニーズ、災害にも柔軟に対応
可能な余裕のある空間を確保する。

施策１－２ 交通結節点の利便性向上 施策１－３ 交通環境の最適化

施策（案） 抜粋施策（案） 抜粋

施策３－１ まちづくり参加への機運醸成

官民が連携した取組みを進めるため、目指
すまちの姿やそれぞれの果たすべき役割など
を社会実験等により官民で共有して、自分ご
とでまちづくりへ参加する機運を高める。

A. まちづくりの担い手発掘のための社会実験等の
実施

B. いつでも誰でも目にできる方法でまちづくり活
動等の情報発信

施策２－１ 行ってみたくなる・
寄ってみたくなる魅力づくり

公共空間の再整備や建物の改修、更新など
と一体的に、建物地上レベルでの歩行者が溜
まれる空間の整備や商業施設の誘導などを図
り、まち歩きをする人達が視覚的にも楽しめ
る魅力的な街並みの形成を誘導する。

A. 建物地上レベルのオープン化推進（歩行者の滞
在空間や休憩施設設置等）

B. デザインの統一など景観に配慮した歩行者空間
の整備

C. 既存建物の改修や更新に合わせた街並みの誘導
(ガイドラインの作成等)

D. 案内誘導サインの整備・更新
E. 地区計画等による建物地上レベルへの商業施設

等の誘導
F. 空き店舗への出店支援
G. 客引き行為等指導員によるパトロール
H. まちの魅力等の情報発信

A. 歩行者空間（道路、公園、広場、民地内
空地等）の整備

B. 歩行者空間における滞在空間の充実（座
りたくなるベンチの設置、緑化等）

C. 歩行者動線の連続性確保
D. 歩行者と滞留者の適切な分離
E. 無電柱化の推進
F. メンテナンス性に優れた空間づくり
G. バリアフリーの推進、ユニバーサルデザ

インの導入
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自動車駐車場・自転車等駐車場の利用状況自動車駐車場・自転車等駐車場の利用状況

(１)本厚木駅周辺を訪れる人の交通手段
駅周辺には、自動車駐車場が約100箇所、自転車等駐
車場が約20箇所(約9,000台分)ありますが、ピーク時で
も利用率は60%以下であり、余裕が見られる。

(２)本厚木駅利用者の交通手段
本厚木駅利用者の内、自動車でアクセスする人は３％
程度であり、徒歩や路線バスが中心である。

(３)その他
免許返納者が増加しており、今後、さらに自動車以外
の利用者が増えると予想される。

２ 上位計画における公共交通の位置付け

令和22(2040)年までに厚木市全体のコンパクト・プラス・ネットワーク型
都市構造の更なる充実を図る。

⇒駐車場需要は満たされているため、歩行者動線に配慮した駐車場配置の適正化が必要である。
持続可能な都市形成を見据えて、公共交通の利用促進を図ることも重要である。

出典：交通マスタープラン（R3）、コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（R3）

都市計画マスタープラン（都市計画法第18条の２）

交通マスタープラン
コンパクト・プラス・ネットワーク推進計画（都市再生特別措置法第81条、地域公共交通活性化再生法第５条）

居住と生活サービス施設をバス路線沿線に緩やかに誘導し、居住と生活サービス施設の距離を
短縮することにより、市民の生活利便性を高め、誰もが快適に移動でき、地域で暮らし続け、
働き続けることができる都市

１ 現状
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歩いて楽しいまちの実現や都市の魅力や価値を持続的に高めていくためには、
まちづくりを担う人達（商業者、交通事業者、大学、住民、行政等）が計画の
内容や意識を共有し、民間と行政が一体となった継続的な取組が必要である。

■官民連携のイメージ

【期待される効果】
・新たな事業や雇用の創出
・まちなかの来訪者や滞在者の増加
・エリア価値（地価、資産価値）の向上
・魅力的なまちなみの形成 等

官民連携による取組で、まちなか
における持続的なにぎわい創出や
魅力づくりが可能

行政による取り組み

民間事業者・地域による取り組み

(仮称)本厚木駅周辺歩いて楽しいまちづくり推進計画等に基づいた
公共空間やルールの整備など

民間敷地や建物と公共空間が一体となった
厚木らしい豊かな日常の光景づくり

1階部分の有効活用

公共空間の利活用
景観に配慮した

建築計画

公共空間の整備

滞留空間整備

交通規制やルールの整備

地域コミュニティの形成

(参考)施策検討の視点（第３回 資料２より）(参考)施策検討の視点（第３回 資料２より）
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地域活動のバックアップ

・アドバイザー派遣
・PPP事業（指定管理者等）
・歩行者空間を利活用しやすい仕

組みづくり（体制、制度等）
・資金援助 etc

地域活動の機運醸成

・シンポジウム実施
・アドバイザー派遣
・補助金
・施設設計への市民参加 etc

まちを知る／考える

・まちを歩いて、課題や魅力を知る。
・すでに行われている活動を知る。
・ “やりたい活動”や“あったら良い活動”（以下、「まちづくり活動」）を考える。
・“使いたい場所”や“使える場所”を見つける。
・計画や構想へ意見を出す。

できるコトから始める

・公共空間の利活用など、自分にできるま
ちづくり活動を考える。

・既存のまちづくり活動（自治会、地域組
織等）に参加したり、仲間づくりをする。

・公共事業の施設計画へ意見を出す。

まちづくり活動を実践する

・まちづくり活動を実践する。
・活動の輪を広げ、民間事業者や行政との

連携を深める。

市民や民間事業者とビジョン共有

・協議会
・ワークショップ
・意見交換会
・アンケート etc

まちづくり活動に参加する

・公共空間の利活用を考える。
・既存のまちづくり活動に参加したり、仲

間づくりや地域組織の横連携を図る。
・まち歩きしたくなる建物や空間を設えた

り、テナントを誘致するなど、まちづくり
活動に取り組む。

・公共事業の施設計画へ意見を出す。

持続的なまちづくり活動を推進する

・市民や行政との連携を深めるため、協議
会等を設置する。

・活動計画や資金計画を作成する。
・行政へ必要な制度設計を提案する。
・エリアマネジメント組織を結成する。

住民・学生・通勤者等 事業者・商店街・地権者等

STEP1
ビジョン
づくり

２ まちづくりへの関わり方のイメージ２ まちづくりへの関わり方のイメージ

STEP2
まちづくり
活動への

参加

STEP3
まちづくり
活動の実践

シンポジウムヒアリング ワークショップ 社会実験

イベント／植栽管理／清掃・
美化活動／募金等による資金
集め／情報発信等

行政

※上記は、一般的なイメージであり、厚木市の例ではありません。
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３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

まちづくりに対するニーズ（したいコト/ほしいモノ）

本厚木駅周辺の目指すまちの姿を実現するため、
市民（事業者や住民など）ができることについて

〔誰が／どこで／何をするのか〕

＝抑えておきたいポイント＝

市民活動とは、次の①～③すべてを満たす取組とする。

①行政が直接行っていない。②行政との請負契約又は業務委託でない。③定期的かつ継続的に行われている。

御協議いただきたいこと

事例

市民活動に対する意識と現状

･･･P8～13

･･･P14

･･･P15～18

１

２

３

➡次回、御意見に基づく取組の枠組等を提示予定
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３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

御堂筋チャレンジ（大阪府大阪市 御堂筋） 施策1-1歩行者空間の質向上
施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

地域の関わり方

沿道地権者が結成した「(一社)ミナミ御堂

筋の会」が事務局となり、 2017年から社

会実験を通じて、御堂筋を通行空間から

滞在空間へ転換するための取組を開始
道路を滞在空間へと転換し、

多様な利活用を促すため、

側道を閉鎖して、歩行者空

間の拡大へ

2020年から大阪市の
道路協力団体として、
実施主体へ

主催：御堂筋完成80周年記念事業推進委員会

共催：御堂筋沿道・千日前以南
モデル区間整備協議会

（自治会、商店会、地権者等が結成）

モデル区間社会実験企画
・制作推進合同チーム

【事務局】
一般社団法人ミナミ御堂筋の会
なんば安全安心にぎわいのまちづくり協議会
ミナミまち育てネットワーク

申請許認可/予算

提案承認

沿道店舗によるオープン
カフェの設置・管理

放置自転車対策、清掃、
はみだし看板除去

プロモーション活動

出典：ミナミ御堂筋の会HP

2017年の実施体制

目 的

成 果（R2）
一定の通行空間を確保すれば、

通行に支障なし

御堂筋の路上駐輪は減少した

が、周辺部で増加
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３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

くらにわ（蔵庭）事業（福島県喜多方市 ふれあい通り）

出典：第３回マチミチ会議「基調講演」及び新公民連携最前線HP
「魅力的なストリートを生む5つの視点とは」

行政主催による街路事業の勉強会と地域

主催による沿道事業の勉強会を2005年か

ら実施し、整備イメージを共有

商店街と管理委託契約を締結し、整備後

の「くらにわ」を商店街が管理・運営

光熱費・水道費は商店街負担

商店街が希望者に貸し、イベント実施

(2015年：７イベント(計26日)実施)

施策1-1歩行者空間の質向上
施策2-1行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり
施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

酒蔵や米蔵の多い通り(幅

員約10m)にある空き地を

活用し、蔵の街らしい風

情のある街並みづくり
約100回実施

地域の関わり方
目 的

成 果

積雪対策をアーケードから

融雪パイプに切替え、沿道

の視認性向上

空き地（民地）をポケット

パークにし、電線の地中化

に伴う地上機器の設置やイ

ベント実施に活用
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３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

NUMAZU OPEN AIR NIGHT（静岡県沼津市 沼津新仲見世商店街）

新しい生活様式に対応した、

誰もが安心して飲食を楽しめる沼津

の新しいスタンダードな

街並みづくり

“密”を避けるため、間引かれた飲食店内の
テーブルや椅子を軒先の道路に設置 出典：https://izu.keizai.biz/headline/1027/

https://www.syoutengai-shien.com/syoutengai/nws-5857/
http://numazujournal.net/2020/06/open/
https://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/19_284.pdf
https://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/commit/fund/saitaku/r02/step/j10.pdf

地域の関わり方

第５回リノベーションスクール＠沼津の

マーケットユニットから生まれた市民活

動団体が行政や飲食店、住民を取りまと

め、社会実験を実施

主催：NUMAZU OPEN AIR NIGHT 実行委員会

商店街／飲食店

説明理解

住民 行政

説明
交通規制
／道路使
用許可等

説明協力

12店舗参加

施策1-1歩行者空間の質向上
施策2-1行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり
施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

目 的

成 果（R2）

コロナ禍でありながら、コロナ前と

同水準の歩行者通行量を維持

店舗への募金箱設置やYoutubeチャ

ンネルの開設などで、活動資金確保



新とよパーク（愛知県豊田市 新豊田駅東口駅前広場）

地域の関わり方

11出典：豊田市HP 新とよパーク「これまでの経緯」
豊田市HP 新とよパーク使いこなしブック
https://www.realpublicestate.jp/post/shintoyopark/

３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

施策1-1歩行者空間の質向上
施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

通り過ぎるだけであった広場を、

利用者の“自由”と“責任”の下に、

魅力的な空間へ再生

利活用の意向がある担い手を核に、ワー

クショップや社会実験を通じて空間デザ

インと運用方法を同時に検討
ワークショップ（アイデア出し）開始2016

社会実験2017

第１期工事・運用方法検討2018

リニューアルオープン（暫定）
～使いながら広場を育てる～

2019

第２期整備と市民組織である「新とよパーク
パートナーズ」による運営に向けて、検討

2020～

「新とよパークパートナーズ」の役割

目 的

成 果

担い手の設計案を基に、整備

ハーフメイド導入

➡当初から作り込まず、最低限の整

備のみとし、利用者や担い手が広

場を成長させる取組

行政と担い手の信頼関係が形成され、

広場が道路区域から除外

➡担い手や利用者の責任の下に、自

由な利用が可能



３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

ありまふじ夢プログラム（兵庫県三田市 有馬富士公園）

地域の関わり方
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「来園者＝ゲスト」ではなく

「主催者＝ホスト」として、

県民・市民が主人公となる公

園運営

自分の得意なこと、伝えたいこと、好き

なことを夢プログラムとして、住民が企

画し、来園者を対象に実施

夢プログラムの募集要項（抜粋）

出典：https://www.kansai-u.ac.jp/ordist/ksdp/danchi/147.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001134963.pdf
http://www.hyogo-park.or.jp/arimafuji/contents/dream/bosyu.html

施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

目 的

成 果（H26）

イベント系、調査研究系、維持管

理系など多様なプログラムを実施

活動団体 ：22団体

プログラム：140企画

参加者 ：62,153名



地 域 独 自 の ま ち づ く り の

ルールで、他では味わえな

い“元町時間の創出”へ

地域の関わり方

３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

元町時間の創出（神奈川県横浜市 元町商店街）
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施策1-1歩行者空間の質向上
施策2-1行ってみたくなる・寄ってみたくなる魅力づくり
施策3-1まちづくり参加への機運醸成
施策3-2市民活動の活性化

道路内に駐車スペース、クランク、
などを設け、自動車の速度抑制

車道の一部にベンチや植栽を設置し、
歩行者の滞留空間へ 出典：横浜市HP「元町通り街づくり協定」

居心地が良く歩きたくなるグランドレベルデザイン(R3.6国土交通省)

街づくり協定

商店街や自治会が核となり、各組織への

所属の有無を問わず、元町地区に住む人、

商う人、働く人それぞれが守るべきルー

ルの制度化や道路空間の改良などを実施

全国に先駆け、壁面後退導入1955

無電柱化&ボンエルフ型道路改良1985

元町まちづくり協議会設置
横浜元町まちづくり憲章策定

2003

地域の自主ルールを市が認定し、制度化2009

パークレット整備2020

目 的

成 果

ボンエルフ型道路

パークレット

壁面の位置や色、看板の設置方法などをルール化し、街並
みをデザイン



３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

14

まちづくりに対するニーズ（したいコト/ほしいモノ）
本厚木駅周辺の歩いて楽しいまちづくりを考えるワークショップ（R3.10-12）

ワークショップ参加者の参加区分 延人数
本厚木駅周辺で事業を営む者 ８名
厚木市内の学校に通う者 ８名
厚木市内から厚木市外又は厚木市外から厚木市内の企業等に通う者 ３名
買い物や飲食等で本厚木駅周辺を訪れる者 ２名

厚木市市民意識調査（R3）

・・・ ほしいモノ

・・・ したいコト

まちづくりに対するニーズが特に高い場所

ワークショップで

場所ごとの具体的なニーズが判明
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市民活動に対する意識
第３回本厚木駅周辺の歩いて楽しいまちづくりを考えるワークショップ参加者へのアンケート調査より

15

必要, 12

不要, 0
わからない, 0

住民や事業者主体の取組
〔N=12〕

まちを良くするため、今後あなたが取り組みたいこと(複数回答)
〔N=12〕

３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

％

民間主導の取組が必要である
と考えている市民が多い

社会実験や仲間づくり、情報
発信に対する関心が特に高い
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３ 地域から始まるまちづくり３ 地域から始まるまちづくり

【賑わい】
あつぎ鮎まつり実行委員会
あつぎ鮎まつり(8月)

厚木市まちなか活性化プロジェクト
美化清掃(毎週金曜日) C1-1
あつぎにぎわいアドベンチャー隊(不定期) C1-1
唄う！青春劇場カラオケ大会(毎月第1土曜日) C1-2
青春劇場落語会(毎月第4土曜日) C1-2

相模川ローズガーデンフェスティバル実行委員会
相模川ローズガーデンフェスティバル(5月) C2

市民ふれあいマーケット実行委員会
不用品のリユース促進のためマーケット(年4回) C3

あつぎ観光ボランティアガイド協会
厚木市内歴史探訪のガイド

厚木おもちゃ病院
おもちゃの修理や工作教室 C4

【安心・安全】
厚木北地区交通安全母の会／厚木南地区交通安全母の会
危険箇所での交通安全指導(入学・始業式から数日間 及び 月2回)
交通安全の啓発活動(随時)

本厚木周辺環境浄化対策協議会
駅周辺のパトロール(毎月第3木曜日) A1

社会を明るくする運動推進委員会
非行防止等のための啓発活動(7月、公民館まつり時) A2

青少年相談員連絡協議会
青少年の非行防止のための街頭指導/美化清掃等(月1回) A3

青空おやつ
お絵かきをしておやつと交換できるアートワークショップ(毎月
第1土曜日) A4

【快適】
厚木市立厚木中学校ボランティア活動部
道路植栽の除草、清掃、灌水(毎月) B1
道路植栽の花の植付(春秋各1回) B1

あつぎ花のまちづくり推進委員会&宅建協会&厚木法人会
道路植栽の花の植付、清掃(夏秋冬各1回) B2

厚木ライオンズクラブ
道路植栽の除草、清掃、灌水(毎月) B3
道路植栽の花の植付(夏～秋1回) B3

konosou コスモスの会
道路植栽の除草、清掃、灌水(毎月) B4
道路植栽の花の植付(夏秋各1回) B4

泉町自治会「まちをきれいにする会」
道路植栽の除草、清掃、灌水(毎月) B5
道路植栽の花の植付(春秋各1回) B5

西仲福寿会
公園内花壇の管理、清掃 B6
公園内花壇の花植え(春秋各1回) B6

コジマグループすずらんの会
公園内花壇の管理、清掃 B7
公園内花壇の花植え(春秋各1回) B7

どんぐりクラブ
公園内花壇の管理、清掃 B8
公園内花壇の花植え(春秋各1回) B8 ※各活動範囲はおおむねの位置である。

※これら以外にも自治会等による活動が行われている。

市民活動の現状

A1

A3

A2
A4

B８

B7

B6

B5B4

B3

B2

B1

C1-2
C4

C1-1

C2

C2

C3

C4



(参考)市民活動の支援制度の例(参考)市民活動の支援制度の例

厚木市まち美化パートナー制度〔厚木市市民協働推進課〕

市民の活動内容
・美化活動
・植栽管理
・破損箇所の報告等

対象場所
市の公共スペース
（公園、道路、その他の公共施設）

支援内容
・清掃用具の提供
・市民活動保険への加入
・活動を示す表示板の設置

厚木市道路里親制度〔厚木市道路維持課〕

市民の活動内容
・美化活動
・植栽管理

対象場所
厚木市道

支援内容
・清掃用具の提供
・草花の苗や球根の提供
・植え付けに必要な用具の提供
・市民活動保険への加入

花未来事業〔厚木市公園緑地課〕

市民の活動内容
・美化活動
・植栽管理

対象場所
市の公園

支援内容
・草花の苗や種子の提供
・ごみ袋の提供

市民協働提案事業〔厚木市市民協働推進課〕
わくわくクラシック鑑賞術講座(R2)
【市民提案型】

キッズスポーツ教室(R1)
【市民提案型】

➡約140団体活動中

➡ 厚木地区内で５団体活動中

中町公園

➡ 46団体活動中

➡令和３年度は、６団体（内、市民提案は５団体）活動中

市民の活動内容
地域課題の解決や市民サービス向上に
つながる活動
※市民提案型と行政提案型を毎年公募

対象場所
厚木市内

支援内容
・活動経費の支援(最大200万円)
・活動内容に応じた担当課のサポート

17
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(参考)市内における社会実験の例(参考)市内における社会実験の例

本厚木駅

座り空間設置実験（神奈川県厚木市 一番街通り）
目的

放置自転車の解消による歩行者空間の確保
休憩施設設置による回遊性の向上

地域主導の機運が高まらない。
協力してくれる権利者やテナントが少ない。
当時の法令では、警察の理解を得ることが困難。

実施日時
平成26年３月14日(金)11～16時、15日(土)11～16時
※14日は雨のため15時で終了

37% 
UP 30% 

UP

57%
DOWN

8%
DOWN

平均
気温

降水量

8.7℃ 12.4℃ 10.3℃ 15.5℃

0.5mm
(15時台)

0.0mm 0.0mm 0.0mm

協力 一番街通り商店街

主催：厚木市

共同企画：関係権利者

実施体制

実施場所

通常時 実験中

▽おしゃべり

待合せ△

成果

課題


